
特定非営利活動法人Oita Campus Link定款

第 1章 総 則

(名  称 )
第 1条  この法人は、特定非営利活動法人Oita Campus Linkと いう。

(事務所 )

第 2条  この法人は、主たる事務所を東京都港区赤坂二丁目 12番 21号ディアシテ
ィ赤坂西館 302号 室に置 く。

(目  的 )
第 3条  この法人は、広く一般市民を対象として、主として大分県出身の学生及び社
会人のネットワークを基盤として、産学官民の多様な主体と連携し、人材交

流、地域課題の解決等に関する事業を行い、大分県及び首都圏双方における新

たな価値創造と持続的な地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類 )

第 4条  この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行
つ 。

(1)社会教育の推進を図る活動

(2)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(3)前各号に掲げる活動を行 う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助

の活動

(事業の種類 )

第 5条  この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事葉とし
て、次の事業を行う。

(1)学生と社会人の交流会開催の事業

(2)企業説明会及び交流会開催の事業

(3)その他目的を達成するために必要な事業



第 2章 会 員

(種 別 )
第 6条  この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員をもつて特定非営利活動促進法

(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会 した個人及び団体
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同じ賛助するために入会 した個人及び団体

(入 会 )
第 7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、
理事長に申し込むものとする。

3 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認め
なければならない。

4 理事長は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書
面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費 )

第 8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならな
い 。

(会員の資格の喪失 )

第 9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡 し、若 しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅 したと

き。

(3)継続 して 1年以上会費を滞納 したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会 )
第10条  会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出 して、任意に退会するこ
とができる。

(除  名 )
第11条  会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名す
ることができる。

(1)こ の定款に違反 したとき。

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名 しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明
の機会を与えなければならない。

第 3章 役 員

(種別及び定数 )

第12条  この法人に、次の役員を置 く。
(1)理事  3人 以上 12人 以内
(2)監事  1人 以上 3人以内
2 理事のうち 1人 を理事長とし、 1人以上 2人 以内を副理事長とする。



(選任等 )

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若 しくは 3親等以内の
親族が 1人 を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親
族が役員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになつてはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができな
い 。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職 務 )
第14条  理事長は、この法人を代表 し、その業務を総理する。
2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表 しない。
3 副理事長は、理事長を補佐 し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたと
きは、理事長があらか じめ指名 した順序によつて、その職務を代行する。

4 理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づ
き、この法人の業務を執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行 う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関 し不正の行為
又は法令若 しくは定款に違反する重大な事実があることを発見 した場合には、

これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述
べること。

(任期等 )

第15条  役員の任期は、 2年 とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任 した役員の任期は、それぞれの前任者又は現
任者の任期の残存期間とする。

3 前 2項の規定にかかわ らず、任期満了前に、総会において後任の役員が選任さ
れた場合は、当該総会が終結するまでを任期とする。また、任期満了後、後任の

役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその

任期を伸長する。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務
を行わなければならない。

(欠員補充 )

第16条 理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞
なくこれを補充しなければならない。

(解 任 )
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任す
ることができる。

(1)心 身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務連反その他役員としてふさわ しくない行為があつたとき。



2 前項の規定により役員を解任 しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明
の機会を与えなければならない。

(報酬等 )

第18条  役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要 した費用を弁償することができる。
3 前 2項に関 し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 4章 会 議

(種 別 )
第19条  この法人の会議は、総会及び理事会の 2種 とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成 )

第20条  総会は、正会員をもつて構成する。

(総会の権能 )

第21条  総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名

(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任及び解任

(7)役員の職務及び報酬

(8)入会金及び会費の額

(9)資産の管理の方法

(10)借入金 (その事業年度内の収益をもつて償還する短期借入金を除 く。第47

条において同じ。)そ の他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解散における残余財産の帰属

(12)事務局の組織及び運営

(13)そ の他運営に関する重要事項

(総会の開催 )

第22条  通常総会は、毎年 1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 5分の 1以上から会議の目的を記載 した書面により招集の請求

があつたとき。

(3)監事が第14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第23条  総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、そ
の日から30日 以内に臨時総会を招集 しなければならない。



3 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書
面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日前までに通知しなければな

らない。

(総会の議長 )

第24条  総会の議長は、その総会に出席 した正会員の中から選出する。

(総会の定足数 )

第25条  総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することはできな
い 。

(総会の議決 )

第26条  総会における議決事項は、第23条第 3項の規定によってあらか じめ通知 した
事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数をも
つて決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は正会員が、総会の目的である事項について提案 した場合において、正
会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を

可決する旨の社員総会の決議があつたものとみなす。

(総会での表決権等 )

第27条  各正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらか じめ通知された
事項について書面若 しくは電磁的方法をもつて表決 し、又は他の正会員を代理人

として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決 した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用について
は、総会に出席 したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加
わることができない。

(総会の議事録 )

第28条  総会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならな
い。

(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面若 しくは電磁的方法による表決者又は表決委

任者がある場合にあっては、その数を付記すること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人 2人 が、記名押印
又は署名 しなければならない。

3 前 2項の規定にかかわ らず、正会員全員が書面又は電磁的記録による同意の意
思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次

の事項を記載 した議事録を作成しなければならない。

(1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

(3)総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数



(4)議事録の作成に係る職務を行つた者の氏名

(理事会の構成 )

第29条  理事会は、理事をもつて構成する。

(理事会の権能 )

第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決 した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要 しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第31条  理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 2分の 1以上から理事会の目的である事項を記載 した書面により

招集の請求があつたとき。

(理事会の招集 )

第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2号の規定による請求があったときは、その日から14日 以内
に理事会を招集 しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書
面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 5日 前までに通知 しなければな

らない。

(理事会の議長 )

第 33条  理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(理事会の議決 )

第34条  理事会における議決事項は、第32条第 3項の規定によってあらか じめ通知 し
た事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもつて決 し、可否同数のときは、議長の
決するところによる。

(理事会での表決権等 )

第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらか じめ通知された
事項について書面をもつて表決することができる。

3 前項の規定により表決 した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理
事会に出席 したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加
わることができない。

(理事会の議事録 )

第36条  理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら
ない。

(1)日 時及び場所



(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあつては、その旨を付記

すること。 )

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人が記名押
印又は署名しなければならない。

第 5章 資 産

(資産の構成 )

第37条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄附金品

(4)財産から生 じる収益

(5)事業に伴 う収益

(6)その他の収益

(資産の区分 )

第38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

(資産の管理 )

第39条  この法人の資産は、理事長が管理 し、その方法は、総会の議決を経て、理事
長が別に定める。

第 6章 会 計

(会計の原則 )

第40条  この法人の会計は、法第27条 各号に掲げる原則に従つて行わなければならな
い 。

(会計の区分 )

第41条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。

(事業年度 )

第42条  この法人の事業年度は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算 )

第43条  この法人の事業計画及びこれに伴 う予算は、毎事業年度、理事長が作成し、
総会の議決を経なければならない。

(暫定予算 )

第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立 しないとき
は、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準

じ収益費用を請 じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立 した予算の収益費用とみなす。

(予算の追加及び更正 )



第45条  予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予
算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算 )

第46条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成 し、監事の監査を受

け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生 じたときは、次事業年度に繰 り越すものとする。

(臨機の措置 )

第47条  予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担を

し、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第 7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更 )

第48条  この法人が定款を変更 しようとするときは、総会に出席 した正会員の過半数
の多数による決議を経、かつ、法第25条第 3項に規定する事項については、所

轄庁の認証を得なければならない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない
事項を除 く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

(解 散 )
第49条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消 し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の過半数の決

議を経なければならない。

3 第 1項第 2号の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を得なけ

ればならない。

(残余財産の帰属 )

第50条  この法人が解散 (合併又は破産手続開始の決定による解散を除 く。)し たと
きに残存する財産は、法第11条第 3項に掲げる者のうち、総会において議決 し

たものに譲渡するものとする。

(合 併 )
第51条  この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以
上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。



第 8章 公告の方法

(公告の方法 )

第52条  この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載 して
行う。ただ し、法第28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告については、
この法人のホームページにおいて行う。

第 9章 事務局

(事務局の設置 )

第53条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができ
る。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。

(職員の任免 )

第54条 事務局長及び職員の任免は、理事長が行 う。

(組織及び運営 )

第55条  事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別
に定める。

第10章 雑 則

(細  則 )
第56条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれ
を定める。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。
理事長

副理事長

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第 1項の規定にかかわ らず、この法
人の成立の日から令和 9年 6月 30日 までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第42条 の規定にかかわ らず、この法人の成立
の日から令和 9年 3月 31日 までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総
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会の定めるところによる。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわ らず、次に掲げ
る額とする。

(1)入会金 正会員 (個人・団体) 1,000円  賛助会員 (個人・ 団体)  10,000円
(2)年会費 正会員 (個人・団体) 1,000円  賛助会員 (個人・ 団体)1口 10,000円

(1口 以上 )



書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係) 設立 。役員変更用

役 員 名 簿 (役員名級 確 員のうち欄 を受ける者の舗 )

特定非営利活動法人   Oita Campus Link

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)

各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

√

y

2 役員一覧

役職名等酬の有無役 名
(フ リガナ)

氏  名

理事長無理事
タキタ ヤヤコ

田北 ややこ

副理事長無
ホリ アヤカ

堀 綾花
つ

こ 理事

無
オガワ ナナミ

小川 菜々美
う
０ 理事

無

近藤 ひまり

コンドウ ヒマリ
４

一 理事

缶
シロタニ カノン

城谷 夏音
Ｆ
Ｊ 理事

缶

高橋 花音

タカハシ カノン
ε
Ｕ 理事

無

  高橋 雅治

タカハシ マサハル
７

， 理事

缶０
０ 理事

イノウエ サヤカ

井上 彩

缶理事
クドウ ケイノスケ

エ藤 圭ノ介
Ｏ

υ

無
ヒメノ コウシュ

姫野 晃峻
10 理事

■
■
一



役 名
(フ リガナ)

氏  名
報酬の有無 役職名等

11 監事
イズミ ユウシロウ

泉 佑史朗
無

12 監事
ノジリ ケンタ

野尻 健太
無

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

(2頁 )



書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人 Oita Campus Link

l 事業実施の方針
本年度の事業は、首都圏に在住している大分県出身者を中心とした大学生、大学院生、専門学校生及

び社会人の相互交流を目的とした懇親会を実施し、あわせて大分県と東京都に関連する企業及び公官庁

の説明会及び交流会を、首都圏に在住している大分県出身者を中心とした大学生、大学院生及び専門学

校生を交えて実施する。本年度は、その他事業は実施しない。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【  400  】千円 )

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)

定款
さ
事

に記載
れた
業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲
ぞ露薯
人数

事業費
(千円)

学生 と社会人
の交流会開催
の事業

東京都内の商業施
設を利用し、大分県
出身者 を中心 とす
る、首都圏に進学し
た大学生、大学院
生、専門学校生及び
社会人の相互交流
のための懇親会を
開催する。

年間 2回
東 京都
内 の商
業施設

各 回 1
0人

首都圏に在住
している大学
生、大学院生、
専門学校生及
び社会人

100人 250

企業説明会及
び交流会開催
の事業

嚢]剰fr喫 雰慣
を中心 とす る企業
及び公官庁の説明
会及び交流会を、首
都圏の大学生、大学
院生及び専門学校
生を交えて開催す
る。

年間 1回
東 京都
内 の商
業施設
10人

正会員・賛助会
員かつ首都圏
に在住 してい
る大学生、大学
院生、専門学校
生及び社会人
並びに大分県
と東京都に関
連す る企業及
び公官庁

100人 150

款
さ
事

定 載記
た
に
れ
業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 8号 (法第 10条 。第 25条関係)

設立・定款変更用

令和 9年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人 Oita Ca"us Link

l 事業実施の方針
本年度の事業は、首都圏に在住している大分県出身者を中心とした大学生、大学院生、専門学校生及

び社会人の相互交流を目的とした懇親会を実施し、あわせて大分県と東京都に関連する企業及び公官庁

の説明会及び交流会を、首都圏に在住している大分県出身者を中心とした大学生、大学院生及び専門学

校生を交えて実施する。本年度は、その他事業は実施しない。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用【  400  1千円 )

(2)その他の事業 (事業費の総費用 【 】千円)

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

学生 と社会人
の交流会開催
の事業

東京都内の商業施
設を利用し、大分県
出身者 を中心 とす
る、首都圏に進学し
た大学生、大学院
生、専門学校生及び
社会人の相互交流
のための懇親会を
開催する。

年間 2回
東京都
内 の商
業施設

各 回 1
0人

首都圏に在住
している大学
生、大学院生、
専門学校生及
び社会人

100人 250

企業説明会及
び交流会開催
の事業

東京都内の商業施
設を利用し、大分県
を中心 とする企業
及び公官庁の説明
会及び交流会を、首
都圏の大学生、大学
院生及び専門学校
生を交えて開催す
る。

年間 1回
東 京都
内の商
業施設
10人

正会員・賛助会
員かつ首都圏
に在住 してい
る大学生、大学
院生、専門学校
生及び社会人
並びに大分県
と東京都に関
連す る企業及
び公官庁

100人 150

定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

事業費
(千円)



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係)

令和 8年度 活動予算書 (その他事業が上1生場合)
特定非営利活動法人Oita s Link

設立・定款変更用

正会員受取会費
賛助会員受取会費

∞

∞

∞

００

2 受取寄附金
受取寄附金
施設等受入評価益

200.000
200,000

3~■面 願 憂]「
受取補助金

4~~~]円 [コ ]E~~~~~~~~~~~~~~~~~~

学生と社会人の交流会開催の事業収益
企業説明会及び交流会開催の事業収益

0

5~ての他の収益
受取利息

|

駅Ю.0{X

r鷲 費 用
環 I

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

1

“

万 その他経費
会場費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費
接待交際費

∞
　
　
　
　
３０

７０

“

Ю.αЮ

1

その

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

2

駅Ю.(XX

100 ∝ЮA B

過年度損益修正益
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D

・・・(2 |C D
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書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和 9年度 活動予算書 (その他事業が塗登場合)
特定非営利活動法人01ta s Link

設立・定款変更用

正会員受取会費
賛助会員受取会費

５０

００

００

００

受取寄附金
施設等受入評価益

2
200,0001
0

受取補助金
3

0

学生と社会人の交流会開催の事業収益
企業説明会及び交流会開催の事業収益

4
01

0

受取利息

1

2
会場費
旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本費
接待交際費

300,0001

0

0
0.

30,000.
70,000.

給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費

1

2

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

2

常 増 減 額 【A: B

過年度損益修正益
固

C
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書式第 6号 (法第 10条関係)
設   立   用

特定非営利活動法人  Oita Campus Link 設立趣旨書

東京都は、日本国において最も多くの学生が地方から上京してくる都市です。多種多様な出自の学生が切

磨し、新たな価値観や知見を生み出し、日本社会全体を支える活力を生み出しています。また、一部の

生はその価値観や知見を故郷である地方自治体に持ち帰り、地元の発展に寄与しています。我が国の地方

自治体は独自性が強く、観光、製造など得手とする分野によつて国を支えています。そしてそれを支えてい

くのは若い世代であると考えています。

しかしながら昨今、経済的に困窮した若者が特殊詐欺に加担してしまう事件や、エントリーシー トの添

や就職活動セミナーを開催する業者に、学生がサービスに見合わない多額の費用を支払ってしまう事件を

にします。これらの事件の共通点の 1つとして、上京し親や友人に相談することができない学生の不安や

りが利用されているということが挙げられます。地方から単身首都圏に進学した我々学生にとつて、頼る

ことのできる存在の欠如は、その人生を大きく左右してしまう結果をもたらす可能性が非常に大きいと言え

ます。また、我々学生の心のよりどころである地方に目を向けると、1950年代から1970年代にかけての高度

済成長以降、我が国の地方自治体は若年層の人口流出によって過疎化に悩まされてきました。さらに近年

は、追い打ちをかけるように少子高齢化によつて若年層の人口が激減し、地方が経済的・社会的に前例のな

い危機的状況に陥つている現状も見受けられます。地方創生という言葉が人口に檜欠するようになって久し

いですが、地方自治体が自力で「創生」をすることは、経済的 。社会的状況を見ると厳しいと言わざるを得

せん。地方出身者のアイデンティティの中核である「故郷」が危機的状況に陥っているということは改め

言うまでもないでしょう。

現在多くの都市の企業が地方の魅力に気付き、様々なビジネスを展開しています。人口減少が進む地方

活気を取り戻すのに必要なのは、外から新たな風を吹き込むことであると考えています。我が国の人口が

している中で、出自や老若男女問わずすべての世代の人々が協働しなければ問題の解決は厳しいでしよ

う。そこで、我々は任意団体として首都圏に進学した大学生、大学院生、専門学校生の相互交流の場を提供

る活動を3年間にわたり実施してきました。学年、出身校、所属校の異なる学生同士の交流により、生活

学業に関する不安が払拭され、交流を通して仲が深まった学生が協働して地方に貢献する事業を実施する

ことを志望したためです。加えて、公官庁とのつながりを持つことを目的として、大分県知事を招聘し懇話

を開催しました。

ところが、学生のみの任意団体では、交流会を通して仲を深めることには成功したものの、社会経験が

富な社会人の知見が得ることが叶わず、将来に対する不安の払拭が十分にできませんでした。加えて、各

学の同好会・サークルとの差別化を図ることが難しく、社会的信用が得られず、社会に貢献する事業を実

することが困難であるという問題に直面しました。



そのため、団体のメンバーを学生に限定せず広く社会人にまで拡大し、団体の活動の透明化を図るこ

とで社会的信頼を得、個人のみならず企業や公官庁と連携して事業を実施することができるよう、特定

営利活動法人となることを決意いたしました。これにより、学生に対しては、社会人との交流の機会を

供し、新たな知見を得ることで現在の学業や生活ひいては将来に対する不安を払拭できるとともに、学

の期間に社会貢献につながる事業を経験することでよりよい人生を送る機会を提供できると考えてい

す。また、社会人、地方の企業、公官庁に対しては、若い価値観や知見を共有し、地方創生につながる

業を実施するとともに、人口が集中する首都圏において自信を広報する機会を提供することができると

えています。特定非営利法人になった暁には、意欲ある学生及び社会人を広く募り、非営利団体として

首都圏と大分県をつなぎ、相互交流を通じて新たな出会いや学びをもたらすことで、地方と首都の相互

用を生み出そうと考えています。これらの活動の目的は、大分県出身者のコミュニティを作り相互に協

し合える体制を構築するのみならず、地方の魅力を首都圏の人々に伝え、交流を促すことで遠隔地にい

ま

がら地方の振興に貢献することができる目新しいモデルケースを提示し、広く公益に寄与するものとしま

す。

申請に至るまでの経過

令和 5年 4月  任意団体「大分学生ネット」発足
令和 5年 5月  第 1回新入生歓迎会実施
令和6年 5月  第 2回新入生歓迎会実施
令和6年 11月  大分県知事懇話会実施
令和 7年 5月  第 3回新入生歓迎会実施
令和 7年 8月  特定非営利法人Oita Cmpus Linkの 設立を有志で確認
令和 7年 10月  特定非営利法人oita Cmpus Linkの 設立総会開催

令和 7年  10月   20日

設立代表者

氏名 田北 ややこ




